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(57)【要約】
【課題】患部組織の切除手術を行う際、切除部の位置特
定を簡単な設備構成で行い、患者の被爆状態を避け、切
除部の位置を直接的に正確に視認でき、手術の作業スペ
ースを広くでき、高い精度で切除部の位置を特定できる
医療用クリップ等を提供する。
【解決手段】この医療用クリップ１０は、患部組織に固
定される医療用クリップであって、切り離し部１１０Ａ
にワイヤレスＬＥＤ１１が専用のプラスチックケース１
２を介して装着される。手術の際、外部の給電装置から
のワイヤレス電力伝送で電力を供給されたワイヤレスＬ
ＥＤ１１が発光し、発光箇所を視認することで位置を確
認する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患部組織に固定される医療用クリップであって、ワイヤレスＬＥＤが装着されたことを
特徴とする医療用クリップ。
【請求項２】
　前記ワイヤレスＬＥＤは、クリップ基部に結合される孔部を有する専用ケースに収容さ
れることを特徴とする請求項１記載の医療用クリップ。
【請求項３】
　医療用クリップと当該医療用クリップを収容する装着ケースとから成り、前記医療用ク
リップを内視鏡用鉗子の鉗子筒部材の先部に装着するときに用いられる装着デバイスを構
成し、前記医療用クリップはワイヤレスＬＥＤが装着され、かつ前記装着ケースは前記ワ
イヤレスＬＥＤを収容するスペース部分を有することを特徴とする医療用クリップ装着デ
バイス。
【請求項４】
　医療用クリップを収容し、前記医療用クリップを内視鏡用鉗子の鉗子筒部材の先部に取
り付けるときに用いられる装着ケースにおいて、専用ケースを介してワイヤレスＬＥＤが
装着された前記医療用クリップに対して、前記ワイヤレスＬＥＤの前記専用ケースを収容
するスペース部分を有することを特徴とする装着ケース。
【請求項５】
　２つの半体ケース部材が係合されて成る装着ケースであり、
　前記ワイヤレスＬＥＤを収容する前記専用ケースは前記スペース部分を移動可能に配置
され、
　前記専用ケースが移動するとき、前記専用ケースの押圧作用に基づき、前記２つの半体
ケース部材の係合部の係合状態を解除し、前記２つの半体ケース部材を分離する、
　ことを特徴とする請求項４記載の装着ケース。
【請求項６】
　専用ケースを介してワイヤレスＬＥＤが緩く装着された医療用クリップを装着ケースに
収容して成る装着デバイスの後端入口部に、内視鏡用鉗子の鉗子筒部材の先端を挿入し、
　前記鉗子筒部材の前記先端を前記医療用クリップのクリップ基部の後端に連結し、
　前記鉗子筒部材を引くことによって、前記ワイヤレスＬＥＤの前記専用ケースが前記医
療用クリップの前記クリップ基部に堅く結合される、
　ことによって成ることを特徴とする医療用クリップ。
【請求項７】
　専用ケースを介してワイヤレスＬＥＤが緩く装着された医療用クリップを装着ケースに
収容して成る装着デバイスの後端入口部に、内視鏡用鉗子の鉗子筒部材の先端を挿入する
ステップと、
　前記鉗子筒部材の前記先端を前記医療用クリップのクリップ基部の後端に連結するステ
ップと、
　前記鉗子筒部材を引くことによって、前記ワイヤレスＬＥＤの前記専用ケースが前記医
療用クリップの前記クリップ基部に堅く結合されるステップと、
　から成ることを特徴とするワイヤレスＬＥＤの装着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレスＬＥＤが装着された医療用クリップに関し、特に、施術すべき患
部組織の位置を体外から容易にかつ高い精度で特定するのに好適なワイヤレスＬＥＤ付き
医療用クリップ、当該ワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップを鉗子筒部材の先部に装着す
るための装着デバイス、当該ワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップを鉗子筒部材の先部に
装着するときに使用される装着ケース、および、ワイヤレスＬＥＤを医療用クリップに装
着させるための装着方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、ガン等の患部組織を切除する手術では医療用クリップが利用されている。医療用
クリップの一例を図１３に示す。この医療用クリップ１１０は、内視鏡に設けられた鉗子
の鉗子筒部材１１１の先端部に装着される。医療用クリップ１１０は、切り離し部１１０
Ａと、クリップ部１１０Ｂとから構成される。医療用クリップ１１０において、切り離し
部１１０Ａは基部を形成し、クリップ部１１０Ｂは先端部を形成している。クリップ部１
１０Ｂは、ほぼＹ字形状を成す線状の金属材で作られており、線状金属材の長さＬ１は例
えば５ｍｍ程度の長さである。クリップ部１１０Ｂは、その基部がほぼ板状またはロッド
状の樹脂製部材１１０Ｃを介して切り離し部１１０Ａの前端部の穴１１０Ａ－１の中に取
り付けられている。医療用クリップ１１０は、切り離し部１１０Ａを介在させて鉗子筒部
材１１１の先端部に装着されている。
【０００３】
　鉗子は内視鏡に装備される。内視鏡の要部の構造の一例を図１４に示す。全体として所
要の長さを有する筒またはチューブの形状を有する内視鏡１１２は、その先端面部分に、
体内撮影用の対物レンズ１１３、水や空気を送り出すノズル１１４、体内照明用の２つの
ライトガイド１１５、鉗子１１６を出し入れする鉗子出口１１７を備えている。鉗子１１
６は、通常、内視鏡１１２の内部を挿通するように設けられた鉗子筒部材１１１と、その
先端に設けられた掴み部１１８とから構成される。鉗子１１６は、その掴み部１１８を操
作することにより、体内の患部の組織を挟んで掴み取り、当該組織を採取する道具として
用いられる。
【０００４】
　図１３に示した上記の医療用クリップ１１０は、内視鏡１１２に装備された鉗子１１６
の構造を利用して装着されている。鉗子筒部材１１１の先端部に装着された医療用クリッ
プ１１０は、内視鏡１１２の機能を利用して体内の患部組織の箇所まで移動され、そのク
リッピング作用により体内の患部組織に固定される。患部組織は、切除されるべき箇所で
ある。医療用クリップ１１０は、切除部である患部組織に固定されたことを確認した後、
鉗子筒部材１１１の先端部から切り離される。
【０００５】
　また従来の関連する発明として、例えば特許文献１，２に開示される「医療用クリップ
およびその位置特定器」が知られている。特許文献１に開示される医療用クリップでは、
磁化した強磁性部材から形成された円環体を備え、円環体が発生する磁界の大きさと方向
から当該医療用クリップの位置を特定できるようにしている。特許文献２に開示される医
療用クリップでは、円環体と、円環体に巻かれたコイルと、コイルの両端に接続されたコ
ンデンサを備えている。コイルとコンデンサは共振回路を形成している。この医療用クリ
ップによれば、共振回路の周波数と同じ周波数の電磁界に対して共鳴的に電磁界結合し、
その位置を特定できるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１７－１６９６７６号公報
【特許文献２】特開２０１７－１６９６７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の医療用クリップ１１０は、内視鏡１１２を利用して、切除部である患部組織に固
定される。そして、その後、手術の際には、手術用レントゲン設備を用いて医療用クリッ
プ１１０の位置を確認し、そのレントゲンモニターを見ながら患部組織を切除することに
なる。
【０００８】
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　従来の医療用クリップ１１０を利用した切除手術によれば、手術中レントゲンを使用す
るので患者が被爆することになり、またレントゲンモニターを介して切除箇所を確認する
ので、視認が間接的になり、さらに手術室内に大型のレントゲン設備が存するので、手術
の作業スペースが狭くなるという問題が提起されていた。
【０００９】
　また特許文献１，２に開示される医療用クリップによれば、磁界または電磁界を利用し
て、切除患部に取り付けられた医療用クリップの位置を特定するものである。レントゲン
を使用しないことから被爆のおそれはない。しかしながら、一般的に、位置を特定すると
いう観点で精度が低い等の問題が提起される。
【００１０】
　本発明の目的は、上記の課題に鑑み、患部組織の切除手術を行う際に、切除するべき患
部組織の位置特定を簡単な設備構成で行うことができ、患者が被爆するという状態を避け
、切除部の位置を直接的に正確に視認でき、手術の作業スペースを広くすることができ、
さらに高い精度で切除部の位置を特定することができるようにした医療用クリップ、その
ための装着デバイスおよび装着ケース、さらに装着方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る医療用クリップ、装着デバイス、装着ケース、および装着方法は、上記の
目的を達成するため、次のように構成される。
【００１２】
　本発明に係る医療用クリップ（請求項１に対応）は、患部組織に固定される医療用クリ
ップであって、クリップ基部（切り離し部）にワイヤレスＬＥＤが装着されることによっ
て構成される。
【００１３】
　上記の医療用クリップでは、病気患部を切除する手術において利用され、内視鏡の構成
を利用して鉗子筒部材の先部に装着した医療用クリップを患者の体内の患部組織に取り付
け、手術の際、外部の給電装置からのワイヤレス電力伝送で電力を供給されたＬＥＤ（発
光部）が発光し、発光箇所を視認することで位置を確認し、患部組織の切除を行うことが
できる。
【００１４】
　さらに本発明に係る医療用クリップ（請求項２に対応）は、上記の構成において、好ま
しくは、ワイヤレスＬＥＤは、クリップ基部に結合される孔部を有する専用ケースに収容
されることを特徴とする。
　ワイヤレスＬＥＤは専用ケースに密閉して収容される。これにより、医療用クリップが
患者体内の患部組織に固定されたときにも、体内の環境から保護される。
【００１５】
　本発明に係る医療用クリップ装着デバイス（請求項３に対応）は、医療用クリップと当
該医療用クリップを収容する装着ケースとから成り、医療用クリップを内視鏡用鉗子の鉗
子筒部材の先部に装着するときに用いられる装着デバイスを構成し、医療用クリップはワ
イヤレスＬＥＤが装着され、かつ装着ケースはワイヤレスＬＥＤを収容するスペース部分
を有することを特徴とする。
【００１６】
　上記の医療用クリップ装着デバイスは、ワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップを鉗子筒
部材の先部に装着する際に用いられるデバイスである。専用の装着ケースが用意され、当
該装着ケースの中にワイヤレスＬＥＤが収容される。装着ケースは、医療用クリップの本
体部分を収容するためのスペース部分に加えて、ワイヤレスＬＥＤを収容するためのスペ
ース部分を備えている。
【００１７】
　本発明に係る装着ケース（請求項４に対応）は、医療用クリップを収容し、医療用クリ
ップを内視鏡用鉗子の鉗子筒部材の先部に取り付けるときに用いられる装着ケースであっ
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て、専用ケースを介してワイヤレスＬＥＤが装着された医療用クリップに対して、ワイヤ
レスＬＥＤの専用ケースを収容するスペース部分を有することを特徴とする。
【００１８】
　上記の装着ケースは、上述した医療用クリップ装着デバイスの専用の容器として用いら
れるものであり、医療用クリップの本体部分を収容するためのスペース部分と、ワイヤレ
スＬＥＤの専用ケースを収容するためのスペース部分を備えている。
【００１９】
　本発明に係る装着ケース（請求項５に対応）は、上記の構成において、好ましくは、
　２つの半体ケース部材が係合されて成る装着ケースであり、
　ワイヤレスＬＥＤを収容する専用ケースはスペース部分を移動可能に配置され、
　専用ケースが移動するとき、専用ケースの押圧作用に基づき、２つの半体ケース部材の
係合部の係合状態を解除し、２つの半体ケース部材を分離することを特徴とする。
【００２０】
　上記の装着ケースは、係合部を介して合体されかつ分離・分割可能な２つの半体ケース
部材（上側ケース部材、下側ケース部材）から構成される。合体された２つの半体ケース
部材から成る装着ケースでは、ワイヤレスＬＥＤを収容する専用ケースを収容・配置する
スペース部分を有する。このスペース部分は、専用ケースが移動することができるスペー
スとして形成されている。係合部は、当該スペース部分に関連させて設けられている。装
着ケース内のスペース部分で専用ケースが移動するとき、専用ケースが係合部の一部に接
触し、専用ケースが係合部の一部を押圧し、その押圧作用に基づき、２つの半体ケース部
材の係合部の係合状態を解除する。これにより、２つの半体ケース部材を分離し、装着ケ
ースは自動的に分解される。
【００２１】
　本発明に係る医療用クリップ（請求項６に対応）は、
　専用ケースを介してワイヤレスＬＥＤが緩く装着された医療用クリップを装着ケースに
収容して成る装着デバイスの後端入口部に、内視鏡用鉗子の鉗子筒部材の先端を挿入し、
　鉗子筒部材の先端を医療用クリップのクリップ基部の後端に連結し、
　鉗子筒部材を引くことによって、ワイヤレスＬＥＤの専用ケースが医療用クリップのク
リップ基部に堅く結合される、
　ことによって成ることを特徴とする。
【００２２】
　本発明に係るワイヤレスＬＥＤの装着方法（請求項７に対応）は、
　専用ケースを介してワイヤレスＬＥＤが緩く装着された医療用クリップを装着ケースに
収容して成る装着デバイスの後端入口部に、内視鏡用鉗子の鉗子筒部材の先端を挿入する
ステップと、
　鉗子筒部材の先端を医療用クリップのクリップ基部の後端に連結するステップと、
　鉗子筒部材を引くことによって、ワイヤレスＬＥＤの専用ケースが医療用クリップのク
リップ基部に堅く結合されるステップと、
　から成ることを特徴とする。
【００２３】
　上記のワイヤレスＬＥＤの装着方法では、ワイヤレスＬＥＤ付きの医療用クリップを鉗
子筒部材の先端部に取り付ける際、その取り付け手順およびその際の作用を利用して、ワ
イヤレスＬＥＤを密閉・収容した専用ケースを医療用クリップの本体部分に強固に結合さ
せ、ワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップを完成させる。
【発明の効果】
【００２４】
　本願発明によれば、医療用クリップを利用した病変患部の切除の手術において、患部組
織に取り付けられる医療用クリップの位置特定をワイヤレス給電に基づくワイヤレスＬＥ
Ｄの発光作用を利用して行うようにしたため、切除するべき患部組織の位置特定をワイヤ
レス給電装置という簡単な設備構成で行うことができ、レントゲン装置を利用しないため
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患者が被爆するという状態を避けることができ、切除部の位置を直接的に視認することが
でき、手術の作業スペースを広くすることができ、さらに高い精度で切除部の位置を特定
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本願発明の代表的な実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップであっ
て、鉗子筒部材の先端部に装着された状態の外観を示す透視図である。
【図２】本実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップが体内の患部組織に固定
された状態を示す図である。
【図３】本実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップのみを示す平面図である
。
【図４】本実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップのみを示す側面図である
。
【図５】本実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップの分解図である。
【図６】本実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップを収容した状態の装着ケ
ース（装着デバイス）を示す平面図である。
【図７】本実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップを収容した状態の装着ケ
ース（装着デバイス）を示す側面図である。
【図８】本実施形態に係る装着デバイスを、（１）上側ケース部材と（２）医療用クリッ
プと（３）下側ケース部材に分解して示した分解図である。
【図９】他の実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップを収容した状態の装着
ケース（装着デバイス）を示す外観斜視図である。
【図１０】図９の要部の拡大図である。
【図１１】下側ケース部材の内部構造を示す透視図である。
【図１２】上側ケース部材の内部構造を示す透視図である。
【図１３】従来の医療用クリップの外観を示す透視図である。
【図１４】従来の内視鏡の先端部の構造の外観を示す透視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、本発明の好適な実施形態（実施例）を添付図面に基づいて説明する。
【００２７】
　本発明の代表的な実施形態に係るワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップを図１～図５を
参照して説明する。
【００２８】
　図１において、本実施形態に係る医療用クリップ１０は、好ましくは、従来よく知られ
た前述の医療用クリップ１１０（図１３参照）に対して、さらにワイヤレスＬＥＤが付加
・装着された構成を有している。図１で、１０は本実施形態に係る医療用クリップであり
、この医療用クリップ１０は、従来の鉗子の鉗子筒部材１１１の先端部に連結させて取り
付けられた状態が示されている。なお、図１等において、図１３で説明した要素と実質的
に同一の要素には同一の符号を付している。
【００２９】
　図１およびさらに詳しくは図３～図５に示すように、医療用クリップ１０は、クリップ
基部を成す切り離し部１１０Ａと、この切り離し部１１０Ａに結合された先端部を成すク
リップ部１１０Ｂとから構成されている。切り離し部１１０Ａとクリップ部１１０Ｂは、
従来の医療用クリップ１１０の要素と同じである。切り離し部１１０Ａは好ましくは主に
ロッド状（または軸状）の樹脂材で形成されている。ロッド状の切り離し部１１０Ａにお
いて、前端部には所要の深さの穴１１０Ａ－１が形成されている。またロッド状の切り離
し部１１０Ａの外側形状については、中間部において例えば径が次第に大きくなるテーパ
ー状部（拡径部）１１０Ａ－２（または相対的に径が大きい部分（大径部））が形成され
ており、このテーパー状の部分１１０Ａ－２以外の前後の部分は相対的に径が小さい部分
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（小径部）で形成されている。クリップ部１１０Ｂは、ほぼＹ字形状を成す線状の金属材
で作られており、線状金属材の部分の長さ（前述したＬ１）は例えば５ｍｍ程度の長さを
有している。クリップ部１１０Ｂの基部は、ほぼ板状またはロッド状の樹脂製部材１１０
Ｃを介して、切り離し部１１０Ａの前端部の穴１１０Ａ－１の中に挿入されている。本実
施形態の医療用クリップ１０では、切り離し部１１０Ａの箇所にワイヤレスＬＥＤ１１を
装着している。こうして、クリック部１１０Ｂが切り離し部１１０Ａの先端部に取り付け
られ、ワイヤレスＬＥＤ１１が付加された医療用クリップ１０が形成される。
【００３０】
　ワイヤレスＬＥＤ１１は、特に図３～図５に示すように、専用のプラスチックケース１
２の内部に密閉して収容された状態で装着されている。ワイヤレスＬＥＤ１１は、当該専
用のプラスチックケース１２を介在させて医療用クリップ１０の切り離し部１１０Ａに装
着されている。専用のプラスチックケース１２は、好ましくは透明な材質で形成されてお
り、ワイヤレスＬＥＤ１１を収容するための収容スペース部１２Ａと、切り離し部１１０
Ａを挿通させる孔１２Ｂ－１を備える連結部１２Ｂとを有している。プラスチックケース
１２の連結部１２Ｂの孔１２Ｂ－１の径は、切り離し部１１０の小径の部分に対して、相
対的に大きな径を有するように形成される。プラスチックケース１２の連結部１２Ｂは、
ワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップ１０が後述の装着ケースに収容された状態の初期の
取り付け段階ではその前側開口部（図中左側開口部）から切り離し部１１０Ａの後部側の
小径部分に差し入れられ、当該小径部分に緩く取り付けられる。その後、鉗子筒部材１１
１の先端部にワイヤレスＬＥＤ付き医療用クリップ１０を装着する段階（図６～図８参照
）では、プラスチックケース１２の連結部１２Ｂの前側開口部の周辺部が切り離し部１１
０Ａのテーパー状の部分１１０Ａ－２に嵌合し、これにより切り離し部１１０Ａに堅く結
合される。医療用クリップ１０が装着ケースに収容された初期の取り付け段階に関して、
より詳しくは、クリック部１１０Ｂが切り離し部１１０Ａの先端部に取り付けられた状態
で、ワイヤレスＬＥＤ１１を内蔵するプラスチックケース１２の連結部１２Ｂの孔１２Ｂ
－１が切り離し部１１０Ａの後端側の小径部分に嵌合され、これにより緩く取り付けられ
る。
【００３１】
　またワイヤレスＬＥＤ１１は、外部のワイヤレス給電装置から与えられた電磁場に感応
し電流を誘起して流すコイル部１１Ａと、誘起された電流で発光するＬＥＤ１１Ｂとから
構成されている。
【００３２】
　上記のごとく、切り離し部１１０ＡにワイヤレスＬＥＤ１１を備えた医療用クリップ１
０は、当該切り離し部１１０Ａを介して、鉗子筒部材１１１の先端部に装着されている。
鉗子筒部材１１は、可撓性または変形性を有する管状またはチューブ状の部材として形成
され、所要の長さを有している。
【００３３】
　鉗子筒部材１１１の先端部に連結部（図示せず）を介して装着された本実施形態に係る
医療用クリップ１０は、外部からの操作に基づき、図１４に示した内視鏡１１２の機能を
利用して、患者の体内の患部の箇所に移動される。その後、図２に示すように、医療用ク
リップ１０のクリップ部１１０Ｂが患者身体１３（例えば食道等）の患部１３Ａの組織（
癌組織等）に取り付けられると、さらに外部からの操作で連結部の連結関係を解除するこ
とにより鉗子筒部材１１の先端部から取り外される。その結果、ワイヤレスＬＥＤ１１付
きの医療用クリップ１０は、患部１３Ａの組織に単独で固定される。
【００３４】
　患者の患部１３Ａの組織を切除する手術の際には、比較的に簡易な構成を有する電磁場
生成装置によって外部から患者の患部１３Ａを含む領域に必要な強度の電磁場（電場およ
び／または磁場）を与える。すなわちワイヤレス給電方式が使用される。その結果、この
電磁場に感応したワイヤレスＬＥＤ１１が発光することになる。この発光は、体外からも
視認できる発光強度を有するように設計されている。従って、この発光作用によって、医
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師は患者体内の患部１３の場所を高い精度で特定することができ、患部１３Ａの組織を切
除する手術を容易にかつ正確に行うことが可能となる。
【００３５】
　次に、図６～図８を参照して、ワイヤレスＬＥＤ１１を備えた医療用クリップ１０を鉗
子筒部材１１１の先端部に装着するときに用いられる装着デバイスの構成、および、この
装着デバイスを利用した装着方法について説明する。なお図８において、（１）上側ケー
ス部材と（３）下側ケース部材では、それぞれ、結合される対向面が示されている。
【００３６】
　図６等において、前述のワイヤレスＬＥＤ１１を備えた医療用クリップ１０は、装着ケ
ース１４に収容されている。医療用クリップ１０を収容した状態の装着ケース１４は、ワ
イヤレスＬＥＤ付きの医療用クリップ１０を鉗子筒部材１１１の先端部に装着するための
装着デバイスを構成している。装着ケース１４は、好ましくは透明なプラスチック材で作
られている。医療用クリップ１０は、後述するごとく、装着ケース１４の構造を利用して
、かつ後述の所定の手順に基づいて鉗子筒部材１１１の先端部に取り付けられる。
【００３７】
　図６に示す平面形状において、装着ケース１４は、医療用クリップ１０を収容する収容
部１４－１と、係合部１４－２と、羽根状後端部１４－３を有している。また装着ケース
１４は、正面図の図７と分解図の図８に示されるように、下側ケース部材１４Ａと上側ケ
ース部材１４Ｂとから構成される。図８において、下側ケース部材１４Ａと上側ケース部
材１４Ｂは、それぞれ、対向面側の形状が示されている。下側ケース部材１４Ａと上側ケ
ース部材１４Ｂは、対向面は実質的に同一の形状を有し、それぞれ、各対向面側にて凹所
として、医療用クリップ１０におけるワイヤレスＬＥＤ１１を内蔵したプラスチックケー
ス１２を収容するスペース部分Ｓ１、切り離し部１１０Ａおよびクリップ部１１０Ｂを収
容するスペース部分Ｓ２を有している。スペース部分Ｓ１，Ｓ２は、湾曲した内面を有す
る凹所として形成され、装着ケース１４の上記収容部１４－１の内部構造として形成され
ている。スペース部分Ｓ１の湾曲内面はプラスチックケース１２の収容スペース部１２Ａ
の湾曲外面とほぼ一致した形状を有している。下側ケース部材１４Ａと上側ケース部材１
４Ｂは、対向面を突き合わせて、係合部１４－２（ツメ状または突起状の部分等と引っ掛
け部（出っ張り、凹所または孔等））によって結合一体化され、これにより装着ケース１
４が形成される。このとき、装着ケース１４において、ワイヤレスＬＥＤ１１を内蔵した
プラスチックケース１２の収容スペース部１２Ａはスペース部分Ｓ１で形成されるスペー
ス（収容部１４－１）に収容され、切り離し部１１０Ａおよびクリップ部１１０Ｂはスペ
ース部分Ｓ２で形成されるスペース（収容部１４－１）に収容される。クリップ部１１０
Ｂに取り付けられたプラスチックケース１２の連結部１２Ｂは、スペース部分Ｓ２で形成
されるスペース（収容部１４－１）に収容されることになる。こうして装着デバイスが作
られる。装着ケース１４において、下側ケース部材１４Ａと上側ケース部材１４Ｂが結合
一体化された状態では、図７に示されるように、装着ケース１４の後ろの箇所、すなわち
羽根状後端部１４－３は、後方に向かってその間の隙間が開くように形成されている。装
着ケース１４において、収容部１４－１に収容された医療用クリップ１０の切り離し部１
１０Ａの後端部は、収容部１４－１から後方外側に突き出た状態にある。
【００３８】
　装着ケース１４内に収容された医療用クリップ１０では、ワイヤレスＬＥＤ１１を内蔵
したプラスチックケース１２の連結部分１２Ｂの孔１２Ｂ－１は、最初の段階では、主に
切り離し部１１０Ａの径の小さい部分に係合している状態にあり、ワイヤレスＬＥＤ１１
はプラスチックケース１２を介して医療用クリップの切り離し部１１０Ａに緩く装着され
ている。
【００３９】
　上記の構造を有する装着ケース１４、すなわち装着デバイスによって、ワイヤレスＬＥ
Ｄ付き医療用クリップ１０は、次のような手順（１）～（４）に基づいて、鉗子筒部材１
１の先端部に装着される。手順（１）～（４）を実行するのは取扱い者である。
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【００４０】
　（１）医療クリップ１０では、予め、専用のプラスチックケース１２を介してワイヤレ
スＬＥＤ１１が切り離し部１１０Ａ（クリップ基部）に緩く装着されている。その装着状
態の医療用クリップ１０が装着ケース１４の内部に収容されて装着デバイスが形成されて
いる。そのような装着デバイスにおいて、当該装着ケース１４の羽根状後端部１４－３の
後端入口部Ｅ１を通してその内部通路に、鉗子筒部材１１１の先部を挿入する。
　（２）鉗子筒部材１１１の先端部を医療用クリップ１０の切り離し部１１０Ａ（クリッ
プ基部）の後端に連結する。
　（３）外側から鉗子筒部材１１１を引くことによって、同時に、ワイヤレスＬＥＤ１１
のプラスチックケース１２の連結部１２Ｂの孔１２Ｂ－１が医療用クリップ１０の切り離
し部１１０Ａ（クリップ基部）の大径部にきっちりと嵌合することにより、堅く結合され
る。このとき、装着ケース１４の羽根状後端部１４－３において、下側ケース部材１４Ａ
と上側ケース部材１４Ｂとの間の隙間が少し開く。
　（４）その後、装着ケース１４では、手動等の開き動作の方式によって、係合部１４－
２の係合状態が解除され、さらに下側ケース部材１４Ａと上側ケース部材１４Ｂが分離さ
れ、その結果装着ケース１４が分解され、鉗子筒部材１１１の先端部に装着された状態の
医療用クリップ１０が取り出される。
【００４１】
　図９～図１２を参照して上記装着ケースの他の実施形態を説明する。この実施形態に係
る装着ケース２４によれば、上記の手順（３）を実行する時に、最終的に装着ケース２４
の下側ケース部材２４Ａと上側ケース部材２４Ｂとが、自動的に分離・分解され、その結
果、鉗子筒部材１１１の先端部に装着された状態の医療用クリップ１０を取り出すことが
可能になる。換言すると、上記の手順（４）を省略することができる。
【００４２】
　装着ケース２４において、２４－１は収容部、２４－２は係合部、２４－３は羽根状後
端部であり、２４Ａは下側ケース部材、２４Ｂは上側ケース部材である。収容部２４－１
の形状および構造、羽根状後端部２４－３の形状および構造は、それぞれ、前述した実施
形態の収容部１４－１の形状および構造、羽根状後端部１４－３の形状および構造と実質
的に同一である。係合部２４－２は特徴のある形状および構造を有している。なお、外観
上、収容部２４－１と係合部２４－２は、ほぼボックス状の形状になるように、一体的に
形成されている。係合部２４－２は、収容部２４－１の外側箇所に設けられている。収容
部２４－１内のスペース部分Ｓ１，Ｓ２は、前述の実施形態で説明したスペース部分（Ｓ
１，Ｓ２）に対して軸方向により長く（例えば、ほぼ２倍程度）なるように形成されてい
る。
【００４３】
　図１０～図１２に示されるように、下側ケース部材２４Ａの係合部２４－２では、その
両側において、上側ケース部材２４Ｂの係合部２４－２におけるレバー部４１，４２に引
っ掛けるツメ部３１，３２が立設状態にて形成されている。特に図１２に示されるように
、上側ケース部材２４Ｂの係合部２４－２では、その両側で、前側端が固定されかつ後方
に向かって延設されたレバー部４１，４２が設けられている。レバー部４１，４２は、固
定された前側端４１ａ，４２ａを基点として外側の方へ移動する変形性を有している。ま
たレバー部４１，４２は、中央の内面部にブロック４１ｂ，４２ｂを有している。
【００４４】
　レバー部４１のブロック４１ｂは、収容部２４－１の壁部を切り欠いて形成されたスペ
ース部分Ｓ３に配置される。ブロック４１ｂは、その前側端（図１２中、左側端）から後
方に向かうにつれて傾斜するように傾斜面４１ｂ－１を有している。傾斜面４１ｂ－１で
は、前側端の位置はほぼスペース部分Ｓ１の内面の位置と一致する位置にあり、後方に向
かうにつれて内側の方、すなわちスペース部分Ｓ１の中に次第に突き出るような形状を有
している。
【００４５】
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　他方、レバー部４２のブロック４２ｂは、収容部２４－１の壁部を切り欠いて形成され
たスペース部分Ｓ４に配置される。ブロック４２ｂは、その前側端（図１２中、左側端）
から後方に向かうにつれて傾斜するように傾斜面４２ｂ－１を有している。傾斜面４２ｂ
－１では、前側端の位置はほぼスペース部分Ｓ２の内面の位置と一致する位置にあり、後
方に向かうにつれて内側の方、すなわちスペース部分Ｓ２の中に次第に突き出るような形
状を有している。
【００４６】
　さらに、レバー部４１，４２は、後部の内面部に引っ掛け部４１ｃ，４２ｃが形成され
ている。上記のツメ部３１，３２は、この引っ掛け部４１ｃ，４２ｃに引っ掛けられる。
【００４７】
　上記の構造を有する装着ケース２４、すなわち装着デバイスによって、ワイヤレスＬＥ
Ｄ付き医療用クリップ１０は、下記の手順（１）～（３）に基づいて、鉗子筒部材１１の
先端部に装着される。
【００４８】
　（１）医療クリップ１０では、予め、専用のプラスチックケース１２を介してワイヤレ
スＬＥＤ１１が切り離し部１１０Ａ（クリップ基部）に緩く装着されている。その装着状
態の医療用クリップ１０が装着ケース２４の内部に収容されて装着デバイスが形成されて
いる。そのような装着デバイスにおいて、当該装着ケース２４の羽根状後端部２４－３の
後端入口部Ｅ１に、鉗子筒部材１１１の先部を挿入する。
　（２）鉗子筒部材１１１の先端部を医療用クリップ１０の切り離し部１１０Ａ（クリッ
プ基部）の後端に連結する。
　（３）外側から鉗子筒部材１１１を引くことによって、ワイヤレスＬＥＤ１１のプラス
チックケース１２の連結部１２Ｂの孔１２Ｂ－１が医療用クリップ１０の切り離し部１１
０Ａ（クリップ基部）の大径部にきっちりと嵌合することにより、堅く結合される。この
状態で、鉗子筒部材１１１を引く行為を継続すると、プラスチックケース１２の収容スペ
ース部１２Ａおよび連結部１２Ｂがそれぞれのスペース部分Ｓ１，Ｓ２内で後方に移動す
る。そのとき、プラスチックケース１２の収容スペース部１２Ａがブロック４１ｂの傾斜
面４１ｂ－１に接触し、接触を保ったまま移動することによりブロック４１ｂを外方へ押
し、レバー部４１を外側に変形移動させる。同様に、プラスチックケース１２の連結部１
２Ｂがブロック４２ｂの傾斜面４２ｂ－１に接触し、接触を保ったまま移動することによ
りブロック４２ｂを外方へ押し、レバー部４２を外側に変形移動させる。これにより、ツ
メ部３１，３２と引っ掛け部４１ｃ，４２ｃの係合状態が解除され、自動的に、上側ケー
ス部材２４Ａと下側ケース部材２４Ｂが分離され、分解される。
【００４９】
　以上の実施形態で説明された構成、形状、大きさおよび配置関係については本発明が理
解・実施できる程度に概略的に示したものにすぎず、また数値および各構成の組成（材質
）等については例示にすぎない。従って本発明は、説明された実施形態に限定されるもの
ではなく、特許請求の範囲に示される技術的思想の範囲を逸脱しない限り様々な形態に変
更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明に係る医療用クリップ等は、病変患部の組織を切除する組織を行うとき、装着さ
れたワイヤレスＬＥＤを外部からのワイヤレス給電で発光させることにより、患部組織の
位置特定に利用される。
【符号の説明】
【００５１】
　　１０　　　　　医療用クリップ
　　１１　　　　　ワイヤレスＬＥＤ
　　１１Ａ　　　　コイル部
　　１１Ｂ　　　　ＬＥＤ
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　　１２　　　　　プラスチックケース
　　１２Ａ　　　　収容スペース部
　　１２Ｂ　　　　連結部
　　１２Ｂ－１　　孔
　　１３　　　　　患部
　　１４　　　　　装着ケース
　　１４－１　　　収容部
　　１４－２　　　係合部
　　１４－３　　　羽根状後端部
　　１４Ａ　　　　下側ケース部材
　　１４Ｂ　　　　上側ケース部材
　　２４　　　　　装着ケース
　　２４－１　　　収容部
　　２４－２　　　係合部
　　２４－３　　　羽根状後端部
　　２４Ａ　　　　下側ケース部材
　　２４Ｂ　　　　上側ケース部材
　　３１，３２　　ツメ部
　　４１，４２　　レバー部
　　４１ｂ　　　　ブロック
　　４１ｂ－１　　傾斜面
　　４２ｂ　　　　ブロック
　　４２ｂ－１　　傾斜面
　　１１０Ａ　　　切り離し部
　　１１０Ｂ　　　クリップ部
　　１１０Ｃ　　　ロッド
　　１１１　　　　鉗子筒部材
　　Ｅ１　　　　　後端入口部
　　Ｓ１，Ｓ２　　スペース部分
　　Ｓ３，Ｓ４　　スペース部分
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